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(57)【要約】
【課題】人物を撮像した画像から該人物の属性を判定し
て情報を選択し、選択した情報を該人物によって閲覧さ
れるように表示する。
【解決手段】人物を含む画像を撮像するカメラと、この
カメラによって撮像された人物が移動する方向かつカメ
ラから離れた位置に設置された情報表示装置と、カメラ
で撮像された画像を用いて人物の属性を判定して該属性
に基づいて情報を選択すると共に、この人物が情報表示
装置に到達する前に、選択した情報を情報表示装置に表
示するよう制御する制御装置とによって電子情報提供シ
ステムを構成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を表示する情報表示装置と、
　前記情報表示装置への歩行路の手前に設けられた少なくとも１台のカメラと、
　前記情報表示装置及び前記カメラと接続されて、前記カメラで撮像された画像から前記
人物の属性を判定して該属性に基づいて前記人物に提供する情報を選択すると共に、選択
した前記情報を前記情報表示装置に表示する制御装置と
　を備えたことを特徴とする電子情報提供システム。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物が撮像された場合には、撮像された各
人物の属性を判定して、前記属性のうち最も数が多い属性に基づいて前記情報表示装置に
表示する情報を選択することを特徴とする請求項１に記載の電子情報提供システム。
【請求項３】
　前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物が撮像された場合に、撮像された各人
物の属性を判定して、予め設定された前記属性の優先順位に基づいて前記情報表示装置に
表示する情報を選択することを特徴とする請求項１又は２に記載の電子情報提供システム
。
【請求項４】
　所定エリアに進入する人物を撮像する第１のカメラと、
　前記所定エリアから退出する人物を撮像する第２のカメラと
を有し、
　前記制御装置は、前記第１のカメラで撮像された画像から判定した人物の属性の数を蓄
積すると共に、前記第２のカメラで撮像された画像から判定した人物の属性の数を蓄積し
た前記属性から削除しながら、前記所定エリアに存在する複数人物分の属性の数を求める
ことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の電子情報提供システム。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物が撮像された場合に、撮像された各人
物の属性を判定すると共に、各人物がグループを構成するか否かを判定して、判定した前
記グループの構成に基づいて前記情報表示装置に表示する情報を選択することを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の電子情報提供システム。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記グループを構成する複数人物の属性に基づいて複数の情報を選択
して、選択した各情報を、前記情報表示装置に順に表示することを特徴とする請求項５に
記載の電子情報提供システム。
【請求項７】
　前記制御装置は、前記グループを構成する複数人物の属性に基づいて複数の情報を選択
して、選択した各情報を、前記情報表示装置の情報表示領域を分割した各領域に同時に表
示することを特徴とする請求項５に記載の電子情報提供システム。
【請求項８】
　前記情報表示装置はスピーカを有し、
　前記制御装置は、前記カメラによって撮像された人物が前記情報表示装置に近付いた所
定タイミングで、前記スピーカから音声を再生することを特徴とする請求項１～７のいず
れか１項に記載の電子情報提供システム。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記音声を再生するタイミング、前記音声を再生する音量及び前記音
声を再生する再生速度の少なくとも１つを、判定された前記属性に含まれる前記人物の年
齢に基づいて制御することを特徴とする請求項８に記載の電子情報提供システム。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記表示装置に表示する情報を選択する際に優先される属性を設定す
るための設定手段を有することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の電子情
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報提供システム。
【請求項１１】
　情報を印字するプリンタをさらに備え、
　前記制御装置は、前記情報表示装置に表示した情報に関連する内容を前記プリンタによ
って印字することを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の電子情報提供シス
テム。
【請求項１２】
　人物を含む画像をカメラによって撮像する撮像工程と、
　前記撮像工程で撮像された画像から前記人物の属性を判定する属性判定工程と、
　前記属性判定工程で判定された前記属性に基づいて前記人物に提供する情報を選択する
情報選択工程と、
　前記カメラによって撮像された前記人物が移動する方向で前記カメラから離れた位置に
設置された情報表示装置に、前記人物が到達する前に、前記情報選択工程で選択された前
記情報を前記情報表示装置に表示する情報表示工程と
　を含んだことを特徴とする電子情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、商品やサービスに関する複数の情報の中から対象者に応じた情報を選択し
て提供する電子情報提供システム及び電子情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶ディスプレイやプロジェクタ等の表示装置に情報を表示して、商品やサービ
スの広告を行うデジタルサイネージが利用されている。デジタルサイネージでは、記憶装
置に記憶された情報やネットワーク経由で受信した情報を切り替えながら、広告や案内等
の多種多様な内容を表示することができるので、銀行、病院、店舗等の様々な場所で利用
されている。
【０００３】
　広告表示による宣伝効果を高めるため、例えば特許文献１では、表示装置の備えるカメ
ラによって人物を検出して、表示する情報を性別や年齢に応じて変更する情報処理装置が
開示されている。この装置では、情報を表示するポスターモードと情報の選択操作を受け
付ける操作モードとを切り替えながら情報が提供される。
【０００４】
　また、特許文献２では、表示装置の備えるカメラによって情報を閲覧する人物を検出し
て、検出した人物が属するグループを特定する情報提供装置が開示されている。この装置
では、複数の人物を検出した場合に、人物の年齢や性別に加えて、検出した複数人が恋人
、家族、友人等のグループであることが認識され、グループに適した情報が提供される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１９１４８７号公報
【特許文献２】特開２００４－２２７１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術によれば、検出した人物に合わせて情報を選択して表示し
たときには、既にこの人物が通り過ぎてしまっている場合がある。例えば、歩いている人
は、表示装置の前をわずか数秒で通り過ぎてしまう。このため、表示装置の前を通る人物
を検出して性別や年齢等の属性を判定していたのでは処理が間に合わない場合がある。
【０００７】
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　検出した人物の属性は主として顔画像を利用して判定される。正確な属性判定を行うた
めには顔画像を正面から撮像することが好ましいが、装置の前を通り過ぎる歩行者を撮像
しても有効な顔画像を取得できない場合がある。このため、従来装置では、情報提供の対
象が装置の前に立ち止まった人物等の一部の人物に限られ、宣伝効果も限定的なものとな
っていた。
【０００８】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたもので、人物の顔
画像を撮像して属性を判定し、属性に応じた情報を選択して表示することにより高い宣伝
効果を得ることができる電子情報提供システム及び電子情報提供方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、電子情報提供システムであ
って、情報を表示する情報表示装置と、前記情報表示装置への歩行路の手前に設けられた
少なくとも１台のカメラと、前記情報表示装置及び前記カメラと接続されて、前記カメラ
で撮像された画像から前記人物の属性を判定して該属性に基づいて前記人物に提供する情
報を選択すると共に、選択した前記情報を前記情報表示装置に表示する制御装置とを備え
たことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物
が撮像された場合には、撮像された各人物の属性を判定して、前記属性のうち最も数が多
い属性に基づいて前記情報表示装置に表示する情報を選択することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物
が撮像された場合に、撮像された各人物の属性を判定して、予め設定された前記属性の優
先順位に基づいて前記情報表示装置に表示する情報を選択することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、上記発明において、所定エリアに進入する人物を撮像する第１のカメ
ラと、前記所定エリアから退出する人物を撮像する第２のカメラとを有し、前記制御装置
は、前記第１のカメラで撮像された画像から判定した人物の属性の数を蓄積すると共に、
前記第２のカメラで撮像された画像から判定した人物の属性の数を蓄積した前記属性から
削除しながら、前記所定エリアに存在する複数人物分の属性の数を求めることを特徴とす
る。
【００１３】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記カメラによって複数の人物
が撮像された場合に、撮像された各人物の属性を判定すると共に、各人物がグループを構
成するか否かを判定して、判定した前記グループの構成に基づいて前記情報表示装置に表
示する情報を選択することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記グループを構成する複数人
物の属性に基づいて複数の情報を選択して、選択した各情報を、前記情報表示装置に順に
表示することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記グループを構成する複数人
物の属性に基づいて複数の情報を選択して、選択した各情報を、前記情報表示装置の情報
表示領域を分割した各領域に同時に表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、上記発明において、前記情報表示装置はスピーカを有し、前記制御装
置は、前記カメラによって撮像された人物が前記情報表示装置に近付いた所定タイミング
で、前記スピーカから音声を再生することを特徴とする。
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【００１７】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記音声を再生するタイミング
、前記音声を再生する音量及び前記音声を再生する再生速度の少なくとも１つを、判定さ
れた前記属性に含まれる前記人物の年齢に基づいて制御することを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、上記発明において、前記制御装置は、前記表示装置に表示する情報を
選択する際に優先される属性を設定するための設定手段を有することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明は、上記発明において、情報を印字するプリンタをさらに備え、前記制御
装置は、前記情報表示装置に表示した情報に関連する内容を前記プリンタによって印字す
ることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明は、電子情報提供方法であって、人物を含む画像をカメラによって撮像す
る撮像工程と、前記撮像工程で撮像された画像から前記人物の属性を判定する属性判定工
程と、前記属性判定工程で判定された前記属性に基づいて前記人物に提供する情報を選択
する情報選択工程と、前記カメラによって撮像された前記人物が移動する方向で前記カメ
ラから離れた位置に設置された情報表示装置に、前記人物が到達する前に、前記情報選択
工程で選択された前記情報を前記情報表示装置に表示する情報表示工程とを含んだことを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、閲覧者となる人物が情報端末表示装置の所へ到達する前にカメラによ
ってこの人物を撮像して、この人物の属性に基づいて提供する宣伝広告等の情報を選択し
て、これをカメラから離れた位置に設置された情報表示装置に表示することができるので
、選択した情報を表示したときには既に閲覧者となる人物が通り過ぎていたという事態を
回避して、高い宣伝効果を得ることができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、カメラによって多数の人物が撮像された場合に、多数を占める
属性に合わせて情報を選択して表示することができるので、対象となる属性に応じて多数
の人物が興味を示す宣伝広告を表示することができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、特定の属性を優先して、この属性に適した情報を表示すること
ができるので、特定の属性に向けて表示したい宣伝広告がある場合に、この宣伝広告を優
先的に表示させることができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、所定エリアに存在する多数の人物の属性を判定する場合に、所
定エリアに進入する人物と退出する人物の属性を判定することにより、所定エリア内の属
性の数を正しく判定することができる。
【００２５】
　また、本発明によれば、カメラによって複数の人物が撮像された場合に、これらの人物
が構成するグループを判定することができるので、グループに適した宣伝広告を表示する
ことができる。
【００２６】
　また、本発明によれば、対象がグループである場合に、グループを構成する各人に適し
た情報を表示することができるので、グループとしてだけではなく各人に適した宣伝広告
を表示することができる。
【００２７】
　また、本発明によれば、対象がグループである場合に、表示領域を複数領域に分割して
グループを構成する各人に適した情報を別々の領域に同時に表示することができるので、
グループを構成する複数の属性に対して同時に宣伝広告を表示することができる。



(6) JP 2013-109051 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

【００２８】
　また、本発明によれば、閲覧者が情報表示装置に近付いたときに音声を再生して注意を
引くことができるので、閲覧者に宣伝広告の存在を気付かせることにより高い宣伝効果を
得ることができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、閲覧者の年齢に合わせて音声を再生するタイミング、再生音量
、再生速度等を制御することができるので、閲覧者の年齢によらず閲覧者が聴き取りやす
いように音声を再生して宣伝広告の存在に気付かせることができる。
【００３０】
　また、本発明によれば、属性やグループ構成を判定する際の優先条件を設定することが
できるので、利用環境に合わせた様々な運用を実現することができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、プリンタによって各種の情報を印字することができるので、宣
伝広告した店舗の地図を印字したり、クーポンを発行したりすることで、広告の閲覧者の
満足度を高めて高い宣伝効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る電子情報提供システム構成概略を示すブロック
図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態に係る情報表示装置の外観構成の一例を示す図である
。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る情報表示装置の異なる構成例を示すブロック図
である。
【図４】図４は、本発明の実施形態に係る電子情報提供システムの異なる構成例を示すブ
ロック図である。
【図５】図５は、実施例１に係る銀行フロアにおける電子情報提供システムの利用例を示
す図である。
【図６】図６は、実施例１に係る情報表示装置の設置例を示す図である。
【図７】図７は、実施例２に係る通路における電子情報提供システムの利用例を示す図で
ある。
【図８】図８は、実施例２に係る情報の表示方法を説明する図である。
【図９】図９は、実施例２に係る情報の表示領域を説明する図である。
【図１０】図１０は、実施例２に係る情報選択画面の表示例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例３に係る時刻優先設定を説明する図である。
【図１２】図１２は、実施例３に係る情報の優先表示の方法を説明する図である。
【図１３】図１３は、実施例３に係る情報表示の設定画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る電子情報提供システムの好適な実施例を詳
細に説明する。図１は、電子情報提供システム１の構成概略を説明するブロック図である
。
【００３４】
　電子情報提供システム１は、複数台のカメラ１０Ａ～１０Ｎと、カメラ１０Ａ～１０Ｎ
で撮像された画像から情報提供の対象となる人物の属性を判定すると共に属性に基づいて
提供する情報を選択する制御装置２０と、制御装置２０によって選択された情報を表示す
るための情報表示装置３０と、情報表示装置３０によって提供する情報を記憶するデータ
記憶装置４０とによって構成される。
【００３５】
　カメラ１０Ａ～１０Ｎ、情報表示装置３０及びデータ記憶装置４０は、制御装置２０に
接続されている。接続の形態については、データ通信可能であれば特に限定されず、例え
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ば専用線によって接続されていてもよいし、ＬＡＮやＷＡＮ等のネットワークによって接
続されていてもよい。また、有線接続に限定されず無線接続される態様であっても構わな
い。なお、制御装置２０及び情報表示装置３０は図示しない記憶部を有しており、これら
の装置が動作するために必要なデータを保存するために利用している。
【００３６】
　カメラ１０Ａ～１０Ｎは、情報表示装置３０から離れた位置で、情報提供の対象となる
人物を撮像する機能を有する。利用されるカメラの台数は電子情報提供システム１が利用
される環境に応じて異なるが、少なくとも１台のカメラ１０Ａが情報表示装置３０から離
れた位置に設置される。このカメラ１０Ａ～１０Ｎによって、情報表示装置３０の設置さ
れた方向へ向かって移動する歩行者等を、情報表示装置３０から離れた位置で事前に撮像
する。撮像された画像は制御装置２０へ送信される。
【００３７】
　制御装置２０は、画像処理部２０Ａと、顔切出部２０Ｂと、属性判定部２０Ｃと、グル
ープ構成判定部２０Ｄと、表示制御部２０Ｅと、音声制御部２０Ｆとを有している。制御
装置２０は、例えばコンピュータ装置によって構成される。
【００３８】
　画像処理部２０Ａは、カメラ１０Ａ～１０Ｎで撮像された画像を受信して、後処理に適
した画像となるように処理を施す機能を有する。画像に含まれる人物を特定しやすいよう
に、例えば、画像の明るさやコントラストを調整したり画像の拡大や縮小を行う。
【００３９】
　顔切出部２０Ｂは、画像処理部２０Ａによって処理された画像に含まれる人物を特定し
て顔画像を切り出す機能を有する。画像に複数の人物が含まれる場合には、全ての顔を認
識して顔画像の切り出しを行う。
【００４０】
　属性判定部２０Ｃは、顔切出部２０Ｂによって切り出された顔画像の特徴から年齢や性
別等の属性を推定する機能を有する。制御装置２０には、予め設定された複数の属性が記
憶されている。属性判定部２０Ｃは顔画像から、カメラ１０Ａ～１０Ｎで撮像された画像
に含まれていた人物の属性が、どの属性に該当するかを判定する。
【００４１】
　属性は、情報表示装置３０に表示する情報を選択するために必要に応じて設定される。
例えば、「２０代男性」、「２０代女性」、「３０代男性」、「３０代女性」のように、
複数に区分した年齢と性別からなる属性が設定される。また、例えば宣伝広告の対象者を
他と区別するために「６０代以上の女性」と「その他」のように属性が設定される場合も
ある。
【００４２】
　グループ構成判定部２０Ｄは、カメラ１０Ａ～１０Ｎで撮像された１枚の画像に複数の
人物が含まれる場合に、これらの人物がグループを構成するものであるか否かを判定する
機能を有する。例えば、１枚の画像に２人の人物が含まれる場合に、各人の属性や距離等
に基づいて２人が「カップル」、「親子」、「友人」のいずれかのグループを構成するも
のであるかを判定する。制御装置２０には、予め複数のグループ構成が記憶されている。
グループ構成は、属性と同様に情報表示装置３０に表示する情報を選択するために、必要
に応じて予め設定されている。
【００４３】
　表示制御部２０Ｅは、属性判定部２０Ｃによって判定された属性とグループ構成判定部
２０Ｄによって判定されたグループ構成とに基づいて情報表示装置３０に表示する情報を
選択すると共に、選択した情報を情報表示装置３０に表示するタイミングを制御する機能
を有する。情報表示装置３０に表示する情報は、予めデータ記憶装置４０に記憶された情
報の中から選択される。
【００４４】
　具体的には、属性判定部２０Ｃ及びグループ構成判定部２０Ｄによって情報提供の対象
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となる人物の属性やグループ構成が判定されると、判定された属性及びグループ構成に基
づいて、表示制御部２０Ｅがこの人物に提供するのに最適な情報を選択する。そして、表
示制御部２０Ｅは、選択した情報を、この人物が情報表示装置３０に近づく所定のタイミ
ングで表示するよう情報表示装置３０を制御する。
【００４５】
　これにより、閲覧者となる人物が情報表示装置３０に近付いてきたときには、既に、こ
の人物が興味を持つような宣伝広告等の情報が情報表示装置３０に表示された状態とする
ことができる。宣伝広告を表示したときには閲覧者となる人物が既に通り過ぎているとい
った事態を回避することができるので、高い宣伝効果を得ることが可能となる。なお、情
報選択や情報表示に係る処理の詳細については後述する。
【００４６】
　音声制御部２０Ｆは、情報表示装置３０に表示される情報に関連する音声を、情報表示
装置３０から閲覧者に向けて、所定のタイミングや音量等で再生する機能を有する。具体
的には、閲覧者となる人物が情報表示装置３０に表示された情報に気付くように、閲覧者
が情報表示装置３０に近づいた所定タイミングで、閲覧者の属性に合わせた内容を、閲覧
者の属性に合わせた音量及び速度で再生する。例えば、老人や子供には表示文字を大きく
して、音声も大きくゆっくりと再生する。
【００４７】
　音声制御部３０Ｆによって再生される音声は、情報表示装置３０に表示される情報や閲
覧者の属性と関連付けてデータ記憶装置４０に記憶されている。例えば、閲覧者の性別や
年齢に応じて、異なる内容を説明する異なる音声が準備されている。なお、本実施形態で
は、音声を例に説明するが、再生する音がこれに限定されるものではなく、音声に加えて
又は音声に代えて、音楽や効果音を再生してもよい。
【００４８】
　このように、閲覧者に提供したい宣伝広告を情報表示装置３０に表示することに加えて
、閲覧者が情報表示装置３０に近付いてきた所定タイミングで、注意を喚起する音を出力
したり、発話を始めることにより、閲覧者が宣伝広告を見るように仕向けることができる
。閲覧者が情報表示装置３０の前を通り過ぎるように移動する場合には、移動する方向や
視線と情報表示装置３０との位置関係によって、閲覧者が表示された宣伝広告に気付かず
通り過ぎてしまう可能性がある。しかし、音声を再生すれば、閲覧者に宣伝広告の存在を
気付かせることができる。これにより単に宣伝広告の表示のみを行う場合に比べて高い宣
伝効果を得ることが可能となる。
【００４９】
　なお、情報表示や音声再生のタイミングは、カメラ１０Ａ～１０Ｎの設置状況に応じて
設定される。例えば、図５に示すように、情報表示装置３０から離れた位置に設置された
カメラ１０Ｂと、このカメラ１０Ｂより情報表示装置３０に近い位置にあるカメラ１０Ｃ
を利用する場合には、カメラ１０Ｂで撮像された画像に含まれる閲覧者に対して情報表示
や音声再生を行うタイミングが、カメラ１０Ｂが設置された位置から情報表示装置３０の
設置された位置までの平均的な移動時間に基づいて設定される。この場合、移動時間は、
閲覧者の属性に応じて予め記憶されているものを利用する。
【００５０】
　また、情報表示装置３０から離れたカメラ１０Ｂで属性を認識した際に服装などのアピ
アランスを記憶しておき、情報表示装置３０近傍に設けたもう一台のカメラ１０Ｃで取得
されたアピアランスから該当する閲覧者が到来したことを検知して、表示や音声再生を開
始することもできる。アピアランスを利用した閲覧者の検知は、２台のカメラ１０Ｂ及び
カメラ１０Ｃの間に複数人の閲覧者が居る場合に特に有効である。具体的には、カメラ１
０Ｂにより取得した閲覧者の属性とアピアランスを関連付けて記憶しておき、カメラ１０
Ｃにより取得したアピアランスに基づいて閲覧者の到来を判定すれば、ある閲覧者につい
て選択した情報を別の閲覧者に提供するといった事態を回避して、閲覧者に即した情報を
正確に提供することができる。
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【００５１】
　また、情報表示や音声再生のタイミングは、カメラ１０Ｂによって連続して撮影された
画像から閲覧者が情報表示装置３０に向かって移動する速度を算出し、この速度とカメラ
１０Ｂから情報表示装置３０迄の距離とに基づいて決定してもよい。また、カメラ１０Ｂ
と情報表示装置３０との間に別のカメラ１０Ｃが設置されている場合には、２台のカメラ
１０Ｂ及び１０Ｃの距離と各カメラ１０Ｂ及び１０Ｃで閲覧者を検出した時間差から、閲
覧者の移動速度を算出してもよい。
【００５２】
　情報表示装置３０は、カメラ３０Ａと、表示部３０Ｂと、スピーカ３０Ｃと、操作部３
０Ｄと、プリンタ３０Ｅとを備えている。図２は、情報表示装置３０の外観の一例を示す
図である。このように、大型の表示部３０Ｂの周囲に、カメラ３０Ａとスピーカ３０Ｃと
プリンタ３０Ｅとが設けられた情報表示装置３０は、銀行、病院、店舗等に設置して利用
される。
【００５３】
　カメラ３０Ａは、情報表示装置３０の前に立ち止まった人物等、情報表示装置３０近傍
の人物の画像を撮像する機能を有する。撮像された画像は制御装置２０に送信され、情報
表示装置３０から離れた位置に設置されたカメラ１０Ａ～１０Ｎによって撮像された画像
と同様に利用される。
【００５４】
　表示部３０Ｂは、例えばタッチパネル式の液晶ディスプレイによって構成され、閲覧者
に提供する情報を表示する機能を有する。表示部３０Ｂでは、表示制御部２０Ｅによる制
御に基づき、閲覧者の属性に応じて選択された文字、静止画像、動画像等のコンテンツが
所定タイミングで表示される。
【００５５】
　スピーカ３０Ｃは、閲覧者に向けて音声を再生する機能を有する。スピーカ３０Ｃは、
音声制御部２０Ｆによる制御に基づき、表示部３０Ｂに表示される情報に合わせて所定タ
イミングで音声を再生するために利用される。
【００５６】
　操作部３０Ｄは、閲覧者の操作を受け付ける機能を有する。表示部３０Ｂがタッチパネ
ル式の液晶ディスプレイである場合には、タッチパネルを操作して入力されるデータを受
け付けて制御装置２０へ送信する。
【００５７】
　例えば、閲覧者が、操作部３０Ｄによって閲覧したい情報を選択すると、これを示すデ
ータが制御装置２０に送信される。制御装置２０は、受信データに基づいてデータ記憶装
置４０から必要な情報を読み出して情報表示装置３０へ送信する。また、制御装置２０が
表示部３０Ｂにアンケートを表示させて、このアンケートに対する回答を操作部３０Ｄか
ら受け付けて利用することもできる。
【００５８】
　プリンタ３０Ｅは、情報表示装置３０の表示内容に関連した情報を印字する機能を有す
る。例えば、表示部３０Ｂに表示した宣伝広告を閲覧した閲覧者に対して関連する情報を
印字して提供したりクーポン券を発行するために利用される。
【００５９】
　制御装置２０は、情報表示装置３０の備えるカメラ３０Ａによって、情報表示装置３０
の表示を閲覧する閲覧者の存在を認識することができる。これにより、例えば宣伝広告と
して一連の静止画像や動画像を表示しながら、閲覧者が全ての宣伝広告を閲覧したか否か
を判定して、判定結果に基づきプリンタ３０Ｅからクーポン券等を発行することができる
。クーポン券を発行すれば、クーポン券を期待して宣伝広告を閲覧する顧客や、クーポン
券を利用して買い物等を行う顧客の存在が期待できるので、単に宣伝広告を表示する場合
に比べて高い宣伝効果を得ることができる。
【００６０】
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　また、制御装置２０は、選択用画面を表示して、タッチパネルから成る操作部３０Ｄを
介して閲覧者からの入力を受け付けることができる。これにより、例えば店舗や商品の宣
伝広告と共に、より詳細な情報を希望するか否かを問う情報を表示して、閲覧者が、操作
部３０Ｄによりこれを希望する操作を行った場合には、詳細情報をプリンタ３０Ｅによっ
て印字することができる。
【００６１】
　具体的には、店舗の宣伝広告を表示した後に、この店舗の住所や電話番号、店舗の場所
を示す地図等を印字することができる。また、商品の宣伝広告を表示した後に、商品の名
称、型番、商品に関するホームページアドレス等を印字することができる。商品の詳細を
印字して提供すれば、帰宅後等にこれを確認して商品の購入を検討する顧客の存在が期待
できるので、単に宣伝広告を表示する場合に比べて高い宣伝効果を得ることが可能となる
。
【００６２】
　データ記憶装置４０は、ハードディスク等によって構成される不揮発性の記憶装置であ
る。データ記憶装置４０には、閲覧者の属性やグループ構成に応じて提供される文字、静
止画像、動画像、効果音、音楽、音声等の各種データが保存されている。
【００６３】
　なお、情報表示装置３０の構成は図１及び図２に示したものに限定されず、設置される
環境や利用目的に応じて他の構成であっても構わない。例えば、図３に示したように、情
報表示装置１３０が、図１に示す構成のうち表示部３０Ｂのみを有する大型ディスプレイ
であってもよいし、カメラ３０Ａ、表示部３０Ｂ、スピーカ３０Ｃ及び操作部３０Ｄのみ
を有する小型のタブレット型端末であっても構わない。
【００６４】
　電子情報提供システム１では、図１に示した情報表示装置３０を複数台設置して、制御
装置２０に接続して利用することができる。また、図１に示した情報表示装置３０に加え
て、図３に示した情報表示装置１３０を制御装置２０に接続して利用することもできる。
【００６５】
　また、電子情報提供システム１では、図４に示すように、情報表示装置２３０が、図１
に示す制御装置２０及びデータ記憶装置４０を内蔵して、その機能を兼ねる態様であって
も構わない。制御装置２０の機能の一部または総てを情報表示装置３０の内部機能とする
ことは特筆することなく可能である。
【００６６】
　次に、以上のような構成を有する電子情報提供システム１の具体的な利用例について説
明する。
【実施例１】
【００６７】
　図５は、複数台のＡＴＭ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）２０
１が設置された銀行フロア２００で電子情報提供システム１を利用する場合の一例を示し
ている。図５は、銀行フロア２００を上方から見た場合の図を示している。
【００６８】
　銀行フロア２００には、図１及び図２に示した情報表示装置３０が出口２０２Ｂの近く
に設置されている。また、銀行フロア２００には、図３に示した情報表示装置１３０とし
て動作する大型ディスプレイ１３０Ａと、小型のタブレット端末１３０Ｂとが設置されて
いる。大型ディスプレイ１３０Ａは、ＡＴＭ２０１の利用を待って行列を成す複数の顧客
３００Ｂに対して宣伝広告等の情報を表示するために利用される。また、カメラ３０Ａを
内蔵する小型のタブレット端末１３０Ｂは、各ＡＴＭ２０１の近傍に設置され、ＡＴＭ２
０１を利用中の各顧客３００Ｃに対して宣伝広告等の情報を表示するために利用される。
【００６９】
　また、銀行フロア２００には、顧客の属性を判定可能な顔画像を撮像できるように、複
数のカメラ１０Ａ～１０Ｃが設置されている。これに加えて、情報表示装置３０はカメラ
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３０Ａを内蔵しており、小型のタブレット端末１３０Ｂも小型のカメラ３０Ａを内蔵して
いる。
【００７０】
　なお、図５には図示していないが、カメラ１０Ａ及び１０Ｂと、情報表示装置３０と、
大型ディスプレイ１３０Ａと、タブレット端末１３０Ｂとは、銀行フロア２００外に設置
された制御装置２０及びデータ記憶装置４０とデータ通信可能に接続されている。
【００７１】
　ＡＴＭ２０１を利用するために入口２０２Ａを通って銀行フロア２００に入ってきた顧
客３００Ａは、ＡＴＭ２０１の前に設けられた所定エリア２０３内で順番を待つ行列に加
わる。
【００７２】
　カメラ１０Ａは、入口２０２Ａを通過する顧客３００Ａの顔画像を撮像できるように設
置されている。カメラ１０Ａで撮像された画像は、制御装置２０へ送信される。制御装置
２０では、画像処理部２０Ａによる受信画像の画像処理が行われた後、顔切出部２０Ｂに
よって顔画像が切り出される。そして、属性判定部２０Ｃによって顔画像の特徴から顧客
３００Ａの属性が判定される。判定された属性は制御装置２０又はデータ記憶装置４０に
蓄積される。こうして、銀行フロア２００に入った複数の顧客３００Ａの年齢層や性別等
の属性情報が蓄積されてゆく。
【００７３】
　表示制御部２０Ｅは、データ記憶装置４０に蓄積された情報の中から、蓄積された顧客
の属性に適した情報を選択して大型ディスプレイ１３０Ａに表示する。具体的には、例え
ば、所定エリア２０３でＡＴＭ２０１の利用を待つ顧客３００Ｂについて、「６０代女性
」の属性の数が最も多いと判断すると、６０代の女性に向けて提供するよう設定された宣
伝広告等の情報をデータ記憶装置４０から読み出して、大型ディスプレイ１３０Ａに表示
する。
【００７４】
　このように、複数の顧客３００Ｂのうち多数を占める属性を判定して、この属性に適し
た情報を表示することができるので、高い宣伝効果を得ることができる。
【００７５】
　ただし、情報表示の方法が、多数を占める属性を優先する態様に限定されるものではな
い。例えば、特定の属性を優先するように設定することもできる。具体的には「６０代女
性」の属性の数が最も多い場合でも、２０代女性に向けて売り出し中の商品の宣伝広告を
優先するよう設定されている場合には、「２０代女性」の属性の数が少ない場合でも２０
代女性に向けた宣伝広告が表示される。属性、属性の優先度、各属性に対応する情報等は
制御装置２０側で自由に設定できるようになっている。
【００７６】
　ＡＴＭ２０１の利用を待って所定エリア２０３内で行列を成す顧客３００Ｂは様々な方
向を向いて立つ場合がある。このため、大型ディスプレイ１３０Ａが設置された位置から
顧客３００Ｂを撮像しても有効な顔画像を撮像できない可能性がある。また、顧客同士が
重なって後ろ側の顧客が撮像されない場合もある。さらに、行列を成す顧客３００ＢはＡ
ＴＭ２０１へ向けて移動するので、所定エリア２０３内の顧客全体の属性を判定するため
には移動した顧客を重複してカウントしないようにする必要があり処理が複雑なものとな
る。
【００７７】
　しかし、本実施形態によれば、カメラ１０Ａが、入口２０２Ａを通過する顧客３００Ａ
を撮像するように設置されているので、各顧客３００Ａの顔画像を確実に撮像することが
できる。このように、顧客の移動する方向に合わせて顔画像を撮像できる位置にカメラ１
０Ａを設置することにより、各顧客の属性を正確に判定して蓄積し、所定エリア２０３内
で行列を成す顧客３００Ｂのうち多数を占める属性を判定することができる。
【００７８】
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　図５に示す所定エリア２０３で待ち行列を成す顧客３００Ｂは、自身の順番が来ると行
列から抜けてＡＴＭ２０１を利用する。ＡＴＭ２０１近傍には、カメラ３０Ａを内蔵する
小型のタブレット端末１３０Ｂが設置されている。タブレット端末１３０Ｂが内蔵するカ
メラ３０Ａによって、ＡＴＭ２０１を利用する顧客３００Ｃの画像が撮像されると、この
画像は制御装置２０に送信される。そして上述したように制御装置２０によって顧客３０
０Ｃの属性が判定される。制御装置２０は、蓄積された所定エリア２０３内に存在する複
数の顧客３００Ｂの属性の数から、ＡＴＭ２０１を利用する顧客３００Ｃの属性数を減算
する処理を行う。すなわち、ＡＴＭ２０１を利用する顧客３００Ｃの属性と同一の属性の
数を１減算する。なお、顧客３００Ｂの所定エリア２０３の通り抜けについては、タブレ
ット端末１３０Ｂの有するカメラ３０Ａに代えて、又はこれに加えて、カメラ１０Ｂを利
用して判定してもよい。
【００７９】
　このように、制御装置２０は、所定エリア２０３に加わる顧客３００Ａの属性と、所定
エリア２０３から離れた顧客３００Ｃの属性とに基づいて、所定エリア２０３で待ち行列
を成す顧客３００Ｂの属性を正しく判定することができる。
【００８０】
　ただし、所定エリア２０３に出入りする顧客の属性の管理方法がこれに限定されるもの
ではない。例えば、図６に示すように、所定エリア２０３に椅子が設置され、顧客３００
Ｂが所定方向を向いて座っているような環境であれば、カメラ１０Ａによって所定エリア
２０３の顧客を撮像して属性を判定しても構わない。
【００８１】
　制御装置２０は、タブレット端末１３０Ｂで撮像された画像からＡＴＭ２０１を利用す
る顧客３００Ｃの属性を判定すると、この属性に対応付けて保存された宣伝広告等の情報
をデータ記憶装置４０から読み出してタブレット端末１３０Ｂに表示する。これにより、
ＡＴＭ２０１を利用する顧客３００Ｃに対しても、属性に適した情報を表示することがで
きるので、高い宣伝効果を得ることができる。
【００８２】
　ＡＴＭ２０１の利用を終えた顧客３００Ｄは、ＡＴＭ２０１から離れると、待ち行列用
に設定された所定エリア２０３の周りを出口２０２Ｂへ向かって移動する。この顧客３０
０Ｄの顔画像を取得できるように、カメラ１０Ｂが設置されている。
【００８３】
　カメラ１０Ｂで撮像された顧客３００Ｄの画像は制御装置２０へ送信される。制御装置
２０では、上述したように顧客３００Ｄの属性が判定される。そして、この属性に対応付
けて保存された宣伝広告等の情報がデータ記憶装置４０から情報表示装置３０に送信され
る。情報表示装置３０では、内蔵するカメラ３０Ａによって有効な顔画像を撮像できる距
離に顧客３００Ｄが到達する前に、既に、この顧客３００Ｄの属性に応じた情報を表示可
能な状態とすることができる。
【００８４】
　このように、情報表示装置３０に向かって移動する顧客３００Ｄに向けて、早い段階か
ら宣伝広告等の情報を表示することができるので、顧客３００Ｄが、進行方向に存在する
表示に気付いてこれを閲覧する可能性が高くなり、高い宣伝効果を得ることができる。
【００８５】
　このとき、顧客３００Ｄが、幼児、若者、中年、壮年又は老人のずれ属性であるかの判
断結果に基づき、平均的な歩行速度をもとに予め記憶されているカメラ１０Ｂを通り過ぎ
てから情報表示装置３０までの歩行時間を読み出して、表示の遅延時間とすることができ
る。すなわち、顧客３００Ｄの属性に合わせて、表示のタイミングを調整することができ
る。
【００８６】
　表示タイミングについては、カメラ１０Ｂと情報表示装置３０の間にカメラ１０Ｃを設
置して、カメラ１０Ｂからカメラ１０Ｃへ至る歩行時間から歩行速度を算出し、この歩行
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速度から遅延時間を求めてもよい。また、カメラ１０Ｃをカメラ１０Ｂよりも情報表示装
置３０に近い位置に設置して、顧客３００Ｄがカメラ１０Ｃの前を通過するときに情報表
示装置３０の表示内容を切り替えるようにしてもよい。
【００８７】
　なお、カメラ１０Ｂ及びカメラ１０Ｃにより顧客３００Ｄの到来を検知する方法には、
アピアランス認識を利用することが望ましい。顔認識には確実に顔を撮像した画像が必要
とされるが、アピアランス認識は上着の色等により判定することができるので、同一人物
であるか否かを容易に判別することができる。
【００８８】
　また、カメラ１０Ｂと情報表示装置３０との間に複数人が存在する場合には、カメラ１
０Ｂで認識した属性及びアピアランスから通過した人の順番を示すキューを作成して記憶
しておき、情報表示装置３０に到来したときにカメラ３０Ａにより認識したアピアランス
により通過した人を特定して、キューに含まれる属性を更新してもよい。これにより、残
っている顧客の属性を正しく判定し、既に通り過ぎた顧客の属性に合わせた情報を表示す
るといった事態を回避することができる。
【００８９】
　また、制御装置２０では、表示制御部２０Ｅが情報表示装置３０に情報を表示するタイ
ミングを、情報表示装置３０の閲覧者の存在に応じて制御する。
【００９０】
　例えば、顧客３００Ｄの属性に応じて選択された情報を表示可能な状態になったときに
、情報表示装置３０の前に立つ顧客が存在しない場合には、表示制御部２０Ｅは、選択さ
れた情報を即座に情報表示装置３０に表示する。なお、情報表示装置３０の前に存在する
顧客３００Ｅは、情報表示装置３０の備えるカメラ３０Ａによって検知される。
【００９１】
　これに対し、顧客３００Ｄに提供する情報を表示可能になったときに、情報表示装置３
０に表示された情報を閲覧中の顧客３００Ｅが存在する場合がある。この場合には、情報
表示装置３０では、顧客３００Ｅが閲覧中の情報が継続して表示される。表示制御部２０
Ｅは、情報表示装置３０の備えるカメラ３０Ａによって、この顧客３００Ｅが立ち去った
ことを検知すると、情報表示装置３０の表示を顧客３００Ｄの属性に応じて選択した情報
に切り替える。
【００９２】
　制御装置２０は、顧客３００Ｄの属性から、この顧客３００Ｄが情報表示装置３０の前
を通過するタイミングを算出することができるので、情報表示装置３０から顧客３００Ｅ
が立ち去ったときに、既に顧客３００Ｄが情報表示装置３０の情報を閲覧可能な状態にな
いと判定した場合には、顧客３００Ｄに提供する情報を表示することなく、次の閲覧者に
提供する情報を表示する。
【００９３】
　また、制御装置２０は、表示の制御にアピアランス認識を利用することもできる。具体
的には、カメラ１０Ａで撮像した顧客３００Ｄの人物画像から属性を検知すると共に、こ
の人物が赤色の服を着ている等のアピアランス情報を検出して、属性とアピアランスとを
関連付けて記憶する。そして、情報表示装置３０に到達した顧客３００Ｄのアピアランス
から該当する顧客３００Ｄを認識して、関連付けられた属性に基づき表示内容を即座に切
り替える。顔認識を利用する場合には詳細な顔情報を必要とするため、顧客３００Ｄがカ
メラ３０Ａに近い位置に到達するまで処理を開始することができない。しかし、アピアラ
ンス認識を利用する場合には、顔画像を利用する場合に比べて離れた位置で撮像した画像
を利用することができるので、早い段階から処理を開始して、顧客３００Ｄが通り過ぎて
しまう前に表示内容を切り替えることができる。
【００９４】
　また、制御装置２０では、音声制御部２０Ｆが、情報表示装置３０から再生する音声を
制御する。
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【００９５】
　例えば、カメラ１０Ｂで撮像された顧客３００Ｄの属性が判定され、この顧客３００Ｄ
に対して表示する情報が選択されると、この情報に関連付けられた音声も選択される。選
択された音声は、データ記憶装置４０から読み出され、情報表示装置３０のスピーカ３０
Ｃによって再生される。
【００９６】
　このとき、音声制御部２０Ｆは、音声再生のタイミングを、情報表示装置３０と顧客３
００Ｄの距離に応じて制御する。具体的には、顧客３００Ｄの属性が判定されると、この
属性から顧客３００Ｄが歩く際の平均的な移動速度に基づいて顧客３００Ｄが情報表示装
置３０の手前の所定位置へ到達するまでの時間を算出する。そして、算出した時間に合わ
せて音声を再生する。これにより、顧客３００Ｄの属性によらず、顧客３００Ｄがほぼ同
じ位置に到達したときに音声を再生することができる。
【００９７】
　また、音声制御部２０Ｆは、再生する音声の音量を制御することもできる。具体的には
、全ての顧客に対して、情報表示装置３０の手前の所定位置で再生する場合には、顧客の
属性に応じて音量を制御する。例えば、６０代や７０代と判定された顧客に対しては、そ
れより若い顧客に対して再生する場合よりも大きな音量で再生する。
【００９８】
　なお、病院等、大きな音量で再生できないような環境では、再生する音声の音量は一定
として、音声を再生する位置を変更する。例えば、６０代や７０代の属性と判定された顧
客に対しては、それより若い属性の顧客に対して音声を再生する位置よりも、より情報表
示装置３０へ近い位置で音声を再生する。すなわち、高齢者に対しては、音声が聞き取り
やすいように、音源に近い位置に到達したときに音声を再生する。
【００９９】
　また、再生する音声の速度についても、属性に応じた速度で再生するよう制御すること
もできる。例えば、高齢者や幼児に対しては、音声の再生速度を下げるよう制御する。
【０１００】
　このように、顧客３００Ｄに向けて音声を再生して注意を引くことができるので、顧客
３００Ｄが情報表示装置３０に気付いて表示を見る可能性が高くなり、高い宣伝効果を得
ることができる。
【０１０１】
　情報表示装置３０の隣には、顧客に対して商品やサービスに関するパンフレットやカタ
ログを配布するためのスタンド２０４が設置されている。スタンド２０４は、情報表示装
置３０によって宣伝広告が行われた商品やサービスに興味を持った顧客３００Ｅが、関連
するパンフレットやカタログを持ち帰ることができるように出口２０２Ｂ付近に設置され
ている。
【０１０２】
　制御装置２０は、情報表示装置３０の備えるカメラ３０Ａによって、顧客３００Ｅが立
ち止まって、表示された宣伝広告を閲覧していることを認識すると、表示や音声によって
、関連するパンフレットやカタログが配布されていることを顧客３００Ｅに知らせる。例
えば、宣伝広告するための画像や動画等の表示を終えると、最後まで閲覧した顧客３００
Ｅに対して、スタンド２０４で関連するパンフレットやカタログが配布されていることを
知らせる表示や音声の再生を行う。
【０１０３】
　また、制御装置２０は、宣伝広告を行っている途中で顧客３００Ｅが移動を開始して情
報表示装置３０の前から立ち去ろうとしていることを検知すると、同様に、関連するパン
フレットやカタログの存在を顧客に知らせる。顧客３００Ｅの中には、商品やサービスに
関心を持ちながら、時間が無いために立ち去る者が存在する。このような顧客３００Ｅに
対してパンフレットやカタログの存在を知らせることで、顧客３００Ｅは関連するパンフ
レットやカタログの存在を認識して、これを持ち帰ることができる。
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【０１０４】
　このように、情報表示装置３０から離れた顧客３００Ｅが移動する方向にパンフレット
やカタログ等の関連書類を配置すると共に、これを知らせる表示や音声再生を行うことに
よって高い宣伝効果を得ることができる。
【実施例２】
【０１０５】
　次に、電子情報提供システム１によってグループ構成を判定して利用する場合の具体的
な例について説明する。図７は、レストラン街へとつながる通路４００で電子情報提供シ
ステム１を利用する場合の一例を示している。図７は、通路４００を上方から見た場合の
図を示している。
【０１０６】
　通路４００の途中には分岐路があり、通路４００を曲がって分岐路の方向６００へ進む
とレストラン街へ入るようになっている。電子情報提供システム１は、関連する宣伝広告
を表示して顧客をレストラン街へ誘導するために利用される。
【０１０７】
　通路４００では、分岐路へ至る手前の位置に、カメラ４３０Ａを備える第１情報表示装
置４３０が壁沿いに設置されている。また、分岐路の位置にもカメラ５３０Ａを備える第
２情報表示装置５３０が壁沿いに設置されている。また、第１情報表示装置のさらに手前
にカメラ１０Ａが設置されている。
【０１０８】
　第１情報表示装置４３０及び第２情報表示装置５３０は、図１及び図２に示した情報表
示装置３０と同様の構成及び機能を有するものである。また、図７には図示していないが
、カメラ１０Ａ、第１情報表示装置４３０及び第２情報表示装置５３０は、通路４００外
に設置された制御装置２０及びデータ記憶装置４０とデータ通信可能に接続されている。
【０１０９】
　例えば、通路４００を分岐路の方向へ向かって歩く男女２人のカップル５００Ａがカメ
ラ１０Ａによって撮像されると、撮像された画像は制御装置２０へ送信される。制御装置
２０では、実施例１と同様に画像が処理され、属性判定部２０Ｃによって顔画像の特徴か
ら属性が判定される。画像には２人の人物が含まれているので、各人の属性が判定された
後、さらにグループ構成判定部２０Ｄによって、２人が「カップル」、「ファミリー」及
び「友人」のいずれかのグループに該当するか否かが判定される。こうして、制御装置２
０は、男女２人のカップル５００Ａが分岐路へ向かって歩いていることを認識する。
【０１１０】
　続いて、制御装置２０では、表示制御部２０Ｅが、データ記憶装置４０に蓄積された情
報の中から、判定されたグループ構成に適した情報を選択して第１情報表示装置４３０に
表示する。具体的には、例えばカップル５００Ａが「２０代カップル」と判定された場合
には、２０代のカップルに好まれるレストランの情報を第１情報表示装置４３０へ表示す
る。同様に、第２情報表示装置５３０にもカップル５００Ａに適した情報を表示する。
【０１１１】
　このように、情報表示装置４３０及び５３０へ向かって移動する顧客の属性やグループ
を事前に認識して、適切な情報を選択して表示することができるので、情報表示装置４３
０及び５３０に情報を表示したときには、既に顧客が通り過ぎているといった事態を回避
することができる。
【０１１２】
　また、制御装置２０では、実施例１の場合と同様に、カップル５００Ａの属性に含まれ
る年齢や性別から、このカップル５００Ａがカメラ１０Ａで撮像されてから第１情報表示
装置４３０に到達するまでの時間を算出する。そして、音声制御部２０Ｆが、カップル５
００Ａが第１情報表示装置４３０へ近付く所定タイミングで音声を再生する。同様に、第
２情報表示装置５３０へ近付く所定タイミングでも音声を再生する。
【０１１３】
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　図７に示すように、情報表示装置４３０及び５３０が通路４００の壁沿いに設置されて
いるような場合には、情報を表示しても、進行方向を向いて歩行するカップル５００Ａの
目には留まりにくい。しかし、カップル５００Ａが情報表示装置４３０及び５３０に近付
く所定のタイミングで音声を再生して注意を引くことにより、カップル５００Ａが情報表
示装置４３０及び５３０の方向へ視線を向けて、そこに表示された情報を見る確率が高く
なる。
【０１１４】
　制御装置２０は、情報表示装置４３０及び５３０の備えるカメラ４３０Ａ及び５３０Ａ
によって各情報表示装置４３０及び５３０の前に情報を閲覧する者が存在するか否かを判
定することができる。このため、例えば、カップル５００Ａを認識した際に、第２表示装
置５３０に表示された情報を閲覧するファミリー５００Ｂが存在する場合には、第２表示
装置５３０ではファミリー向けの情報を継続して表示する。そして、第１表示装置４３０
でのみカップル５００に向けた情報を表示する。このように、複数台の情報表示装置４３
０及び５３０を設置することにより、複数のグループに向けて宣伝広告を行うことができ
る。
【０１１５】
　なお、制御装置２０は、図２に示す情報表示装置３０（４３０及び５３０）に情報を表
示する際に、グループ構成に合わせた様々な方法で情報を表示することができる。情報を
表示する方法は、予め、制御装置２０で設定されており、この設定に基づいて表示制御部
２０Ｅが表示部３０Ｂへの表示を制御する。
【０１１６】
　具体的な表示制御の例を図８に示す。図８（ａ）は、カメラ１０Ａで撮像された画像に
含まれる顧客が、例えば、子供と両親から成るファミリーであると認識した場合に、表示
部３０Ｂの全面を使って、ファミリー向けの情報として設定されたコンテンツを再生する
例を示している。ファミリー向けのコンテンツを再生した後、次にカップルがやってくる
場合には、続いてカップル向けに設定されたコンテンツが再生される。
【０１１７】
　図８（ｂ）は、ファミリー向けのコンテンツを再生する場合に、表示部３０Ｂの全面を
使いながら、子供向けと母親向けのコンテンツを順に表示する場合の例である。まず、子
供向けのコンテンツを再生して子供の注意を引くことによって、このファミリーが情報表
示装置３０の前に立ち止まってコンテンツを閲覧するように仕向ける。
【０１１８】
　電子情報提供システム１が設置された環境によって、例えば、ファミリーの場合には、
その行動が子供によって決定される傾向がある場合には、このように先に子供向けのコン
テンツを再生するように設定される。
【０１１９】
　ただし、これは一例であって、再生するコンテンツの内容や順序は、グループ構成と関
連付けて自由に設定できるようになっており、設置環境に合わせて設定される。例えば、
婦人服売り場に設置されている場合には、ファミリーに対して、先に母親向けの婦人服の
宣伝広告に関するコンテンツを再生して、その後に子供服の宣伝広告を再生するように設
定する。また、ファミリーであると認識した場合でも、母親向けのコンテンツのみを再生
するように設定することもできる。
【０１２０】
　図８（ｃ）は、ファミリー向けのコンテンツを再生する場合に、表示部３０Ｂの表示領
域を複数領域に分割して、複数のコンテンツを各領域で並行して再生する場合の例である
。例えば、図９に示すように、表示部３０Ｂを上部領域３１と下部領域３２とに分割して
、上部領域３１で大人向けのメインコンテンツを再生しながら、同時に、下部領域３２に
子供向けのサブコンテンツを再生する。このように、表示部３０Ｂを複数領域に分割して
、別の属性を閲覧者としたコンテンツを再生することも可能である。このとき、表示領域
の広さはメインコンテンツを広くするよう設定されている。また、閲覧者の目線に合わせ
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て、大人向けのコンテンツを上部に、子供向けのコンテンツを下部に表示するよう設定さ
れている。
【０１２１】
　例えば、大人向けにレストラン街の宣伝広告を行う場合に、再生されるコンテンツに興
味のない子供が両親に情報表示装置３０の前から移動するように急かすことがある。この
ような場合でも、上部に宣伝広告を表示しながら、下部に例えばアニメーション等の子供
向けのサブコンテンツを再生すれば、ファミリーが情報表示装置３０の前に滞在する時間
を長くすることができる。
【０１２２】
　このように、情報表示装置３０では、顧客がグループであると判定した場合に、グルー
プを構成する各人に向けて異なる情報を、連続して表示したり、表示領域を分けて同時に
表示したりすることができる。情報表示装置３０が設置される環境や顧客の特徴に合わせ
て表示方法や表示内容を設定することにより、高い宣伝効果を得ることができる。
【０１２３】
　なお、コンテンツの再生について、閲覧者が情報表示装置３０で再生されるコンテンツ
を最後まで閲覧した場合には、このコンテンツに関連付けられた別のコンテンツを続けて
再生するように設定することもできる。具体的には、例えば商品の概要を説明するコンテ
ンツを再生して、閲覧者がコンテンツの再生途中で立ち去った場合にはこのコンテンツの
みを再生し、閲覧者がコンテンツを最後まで閲覧した場合には、続けて商品の詳細を説明
するコンテンツを再生する。このように、コンテンツを分けて閲覧者の状況に合わせて再
生することで、閲覧者が立ち去ったにも拘わらず延々とコンテンツの再生を続けるといっ
た事態を回避しながら、興味を示した閲覧者にはより詳細な情報を提供することができる
。
【０１２４】
　また、再生するコンテンツを、特定条件に合致する人物の属性に合わせて選択してもよ
い。例えば、ある店舗の商品に関する宣伝広告を表示するための情報表示装置３０が、こ
の店舗のショーウィンドウのそばに設置されている場合には、この店舗のショーウィンド
ウの中の商品を眺めている人物の属性を認識して、この属性に合う店舗の商品情報を選択
して宣伝広告を表示する。商品に興味を持つ人物の属性を認識して、関連する情報を提供
すれば、この人物が情報の閲覧者となって情報表示装置３０の前に長く滞在し、高い宣伝
効果を得ることができる。
【０１２５】
　情報表示装置３０は、タッチパネル式の液晶ディスプレイから構成され、顧客からの選
択操作を受け付けることができるので、顧客の選択したコンテンツを再生したり、アンケ
ートに回答してもらうこともできる。また、情報表示装置３０は、内蔵するプリンタ３０
Ｅを利用して表示した情報に関する内容を印字して顧客に提供することもできる。
【０１２６】
　例えば、顧客がカップルであると認識された場合に、図８（ｄ）に示したように、カッ
プル向けのコンテンツとして設定された動画や音声が情報表示装置３０で再生される。そ
して、制御装置２０は、情報表示装置３０の備えるカメラ３０Ａによってこのカップルが
情報表示装置３０の前に立って情報を閲覧し始めたことを認識すると、続いて顧客が希望
する情報を選択するための選択画面を表示する。選択画面とは、例えば、図１０（ａ）に
示すような画面である。このように、例えばレストラン街の宣伝広告を流して立ち止まっ
た顧客に対して、レストランのジャンルを選択させるための選択画面を表示する。そして
、タッチパネル（操作部）３０Ｄによって顧客が希望するジャンルを選択すると、これを
認識した制御装置２０は、選択されたジャンルに対応するコンテンツをデータ記憶装置４
０から読み出して再生する。また、制御装置２０が、カメラ３０Ａによって、顧客がその
後に流れるコンテンツを全て閲覧したことを認識すると、プリンタ３０Ｅからレストラン
街で利用可能なクーポン券を発行する。
【０１２７】
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　その他、タッチパネル３０Ｄ及びプリンタ３０Ｅを利用して、例えば、顧客によってジ
ャンルが選択され関連するコンテンツを再生している途中に、顧客によってレストランが
選択されると、このレストランの地図を印刷して提供することもできる。また、レストラ
ンが選択された場合に、アンケートに回答すれば選択したレストランに関するクーポンが
発行されることを示す情報を表示して、タッチパネル３０Ｄによってアンケートを実施し
て、その後にプリンタ３０Ｅによってクーポンを発行することもできる。
【０１２８】
　このように、情報表示装置３０では、一方的に情報を提供するだけではなく、顧客の要
求に応じたり、アンケートを実施することもできるので、顧客を飽きさせることなく情報
表示装置３０の前に引き留めて高い宣伝効果を得ることができる。
【０１２９】
　情報表示装置３０では、制御装置２０によって、例えば、顧客が６０代のカップルであ
ると認識された場合に図１０（ａ）に示すようにジャンルを選択させる選択画面が表示さ
れ、顧客が１０代のカップルであると認識された場合には同図（ｂ）に示すように異なる
選択画面が表示される。
【０１３０】
　選択画面は、年齢、性別及びグループ構成に合わせた情報を含むように設定されている
。また、これに加えて、表示レイアウトも制御されている。
【０１３１】
　具体的には、図１０（ａ）に示すように、タッチパネル等の操作に慣れていない高齢の
カップルに対しては、目に付きやすい位置に、タッチパネルによる操作を行えることを示
す情報を表示する。これに対して、図１０（ｂ）に示すように、タッチパネルであること
を容易に認識できる若いカップルについては、タッチパネルであることを示す情報は補足
的に下部に表示して、料理のジャンルを選択する選択ボタンを目に付きつきやすい位置に
表示する。
【０１３２】
　また、制御装置２０は、情報表示装置３０の前に立つ顧客をカメラ３０Ａによって撮像
した際に、撮像された画像上の顔画像の位置から顧客の身長を判定して、表示レイアウト
を制御している。具体的には、判定した顧客の身長に基づいて、ある顧客に対しては、図
１０（ａ）のように上部に選択ボタンを表示し、別の顧客に対しては同図（ｃ）のように
選択ボタンを下げて表示する。
【０１３３】
　このように、顧客の目線や操作性を考慮して表示レイアウトを変更することによって、
顧客が快適に操作を行うことが可能となり、顧客を情報表示装置３０の前に引き留めて、
高い宣伝効果を得ることができる。
【実施例３】
【０１３４】
　次に、電子情報提供システム１が利用される別の具体例について説明する。遊園地等の
アミューズメント施設に電子情報提供システム１を設置すれば、情報表示装置３０によっ
て、顧客の属性に合わせた情報を提供することができる。
【０１３５】
　具体的には、アミューズメント施設の入口に設置したカメラ１０Ａによって顧客を撮像
して、顧客の属性やグループ構成を判定する。そして、入口を通過した顧客が通る通路に
情報表示装置３０を設置して、顧客の属性やグループ構成に合わせた情報を提供する。
【０１３６】
　例えば、顧客がファミリーであると認識された場合には、子供向けのアトラクションの
案内を表示して、カップルであると認識された場合にはカップルに人気の高いアトラクシ
ョンを表示する。
【０１３７】
　電子情報提供システム１では、顧客が情報表示装置３０に向かって近付いてきたときに



(19) JP 2013-109051 A 2013.6.6

10

20

30

40

50

は、既にこの顧客に適した情報が表示されているので、顧客がこれに興味を示して表示さ
れた情報を閲覧する可能性が高い。これにより高い宣伝効果を得ることができる。
【０１３８】
　また、各アトラクションの入口にカメラ１０Ａを設置して顧客の属性やグループ構成を
判定し、出口に設置した情報表示装置３０で、顧客が次に向かうアトラクションの判断材
料となる情報を提供することもできる。
【０１３９】
　電子情報提供システム１では、グループの中で優先する属性を設定したり、多くの顧客
が撮像され多数の属性やグループ構成が認識された場合に特定の属性を優先するように設
定することができる。例えば、アトラクションを利用するファミリーを認識した場合には
、子供を優先して情報を提供するよう設定することができる。また、例えば、女性を優先
するレディースデイとして設定された特定の曜日には、多数の異なる属性が認識された場
合でも、その中に女性が居れば女性を優先して情報を提供するよう設定することができる
。これにより電子情報提供システム１の利用者に合わせた運用を実現することができる。
なお、設定によりレディースデイには女性がいなくても分割画面の一つにレディースデイ
の広告を出すようにすることもできる。
【０１４０】
　また、情報表示装置３０を、アトラクションの宣伝広告に利用しながら、時間帯によっ
て優先して表示する情報を制御することも可能である。具体的には、図１１に示すように
、昼の１２時を含む所定の時間帯と１９：００を含む所定の時間帯ではレストラン情報を
優先して提供するように設定することができる。同様に、例えば、所定時間帯には夜に行
われるパレードの情報を優先的に提供するように設定することもできる。
【０１４１】
　レストラン情報を優先して提供する方法については、例えば、顧客の属性を判定した後
、この属性に対応して宣伝広告するよう設定されたアトラクションの情報を表示せず、こ
れに代えて、この属性に対応して設定されたレストラン情報を表示することによって行う
。
【０１４２】
　また、例えば、アトラクションを待って行列を成す顧客について多数の異なる属性を認
識して、これらの属性に合わせた情報Ａ，Ｂ，Ｃと、レストランに関する情報Ｄとを図１
２（ａ）に示すように繰り返して表示するよう設定されている場合には、同図（ｂ）に示
すように、レストランＤの情報を表示する数（スポット数）を増やすことによって、レス
トラン情報を優先して提供することもできる。
【０１４３】
　認識した属性のうち、多数を占める多数属性を優先して情報を表示するか、子供や女性
等の特定属性を優先して情報を表示するか、又は時刻によって所定情報を優先して表示す
るかについては、制御装置２０上で設定できるようになっている。
【０１４４】
　図１３は、制御装置２０上で設定が行われる際の設定画面の一例を示す図である。図１
３（ａ）は、１から３の優先順位を設定する画面である。各優先順位の数字の右側で、設
定可能な内容をリストボックスから選択できるようになっている。また、さらに右側の詳
細設定のボタンによって詳細な設定を行うことができる。
【０１４５】
　優先順位を設定する際には、例えば、なるべく多くの人々を対象にコンテンツを提供し
たい場合には、多数属性を選択する。また、その属性を有する人物が一人しか居ない場合
でも、その属性に合わせたコンテンツを提供したい場合には、特定属性を選択する。なお
特定属性として１つの属性を指定することもできるし、複数の属性を指定することもでき
る。
【０１４６】
　図１３（ａ）の例では、優先順位１として多数属性が選択されているので、認識された
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属性のうち多数を占める属性を優先して情報が選択される。そして、もし、同数かつ最多
数である属性が複数存在した場合には、優先順位２で特定属性として設定された属性を優
先して情報が選択される。
【０１４７】
　なお、図１３（ａ）に例示した優先順位とは逆に、優先順位１として特定属性が選択さ
れ、優先順位２として多数属性が選択された場合には、認識された属性の数によらず、特
定属性が１つでも含まれていれば、その属性に合わせた情報が選択される。そして、認識
された属性の中に特定属性が１つも含まれていない場合には、優先順位２の多数属性に従
って、認識された属性のうち多数を占める属性の情報が選択される。
【０１４８】
　図１３（ａ）にある多数属性のボタンの右にある詳細設定ボタンを選択すると、図１３
（ｂ）に示す画面が表示される。この設定画面では、多数を占める属性を優先するのか、
多数を占めるグループ構成を優先するのかを設定することができる。例えば、グループ構
成を選択すると、各人の属性ではなく、若いカップル、家族、男性同士、女性同士等のグ
ループ構成に基づいて、多数を示すグループ構成の情報を選択するよう設定することがで
きる。また、グループ構成に含まれる特定属性を優先して情報を選択するように設定する
こともできる。例えば、男性同士のグループとして認識された場合に、１０代の男性が含
まれている場合には、この属性を優先して情報を選択するよう設定することもできる。
【０１４９】
　図１３（ｂ）で、属性のラジオボックスをチェックして決定ボタンを選択すると、図１
３（ｃ）に示す画面が表示される。この設定画面では、属性とこの属性が多数を占めたと
きに表示されるコンテンツ情報を設定することにより、全ての属性についてコンテンツ情
報を設定することができる。コンテンツの選択は、例えば、データ記憶装置４０内のファ
イル名を選択することにより行う。
【０１５０】
　図１３（ｃ）の例では、「１０代男性」、「２０代男性」等の年代及び性別からなる属
性と、この属性に関連付けるコンテンツ情報を選択しながら、順次スクロールさせて各属
性のコンテンツを設定することにより、全ての属性についてコンテンツ情報を設定するこ
とができる。なお、図１３（ｂ）でグループ構成のラジオボックスをチェックしていた場
合には、図１３（ｃ）と同様の画面が表示されるが、選択肢には「若いカップル」や「家
族」等のグループ構成が選択可能に表示される。
【０１５１】
　図１３（ａ）にある特定属性のボタンの右にある詳細設定ボタンを選択すると、図１３
（ｃ）に示す画面が表示される。この設定画面では、特定属性として優先される属性と、
その属性用のコンテンツを設定することができる。
【０１５２】
　なお、設定を行う方法については、情報表示装置３０の画面上で行なう態様の他、制御
装置２０が操作部を備え、この操作部を操作しながら行う態様であってもよい。また、他
の場所で行った設定ファイルを制御装置２０が読み込んで利用する態様であっても構わな
い。
【０１５３】
　また、図１３（ａ）の例では、図１１を参照しながら説明したように時間帯によって優
先する情報を設定する時刻設定が選択されている。時刻設定が選択されている場合には、
詳細設定で設定された情報が優先して提供される。例えば、時刻設定でレストラン情報を
提供するよう設定されている時間帯に、多数を占める属性が「２０代男性」であった場合
には、２０代男性に人気のあるアトラクションの情報に代えて、またはこれに加えて、２
０代男性に人気のあるレストラン情報が提供される。
【０１５４】
　また、時刻設定に関し、どの時間帯にどのような情報を提供するかについては、詳細設
定のボタンを押して表示される図１３（ｄ）の画面で設定することができる。例えば、レ
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ストラン情報を表示する時間帯と、この時間帯に提供するコンテンツを設定することがで
きる。コンテンツは、属性によらず同じレストランの情報を提供するように設定すること
もできるし、属性に応じて異なるレストランの情報を提供するように設定することもでき
る。
【０１５５】
　このように、属性やグループ構成に対応して表示する情報を設定することに加えて、判
定方法に関する優先条件を自由に設定することができるので、電子情報提供システム１の
利用環境に合わせた様々な運用を実現することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
　以上のように、本発明は、宣伝広告等の情報を、情報提供する対象者の年齢や性別等の
属性に合わせて選択する場合に有用な技術である。
【符号の説明】
【０１５７】
１　電子情報提供システム
１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ～１０Ｎ、３０Ａ、４３０Ａ、５３０Ａ　カメラ
２０　制御装置
２０Ａ　画像処理部
２０Ｂ　顔切出部
２０Ｃ　属性判定部
２０Ｄ　グループ構成判定部
２０Ｅ　表示制御部
２０Ｆ　音声制御部
３０、１３０、２３０、４３０、５３０　情報表示装置
３０Ｂ　表示部
３０Ｃ　スピーカ
３０Ｄ　操作部
３０Ｅ　プリンタ
４０　データ記憶装置
１３０Ａ　大型ディスプレイ
１３０Ｂ　タブレット端末
２００　銀行フロア
４００　通路
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